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日本原子力学会倫理規程 

2007年 9月 19日 第 490回理事会改訂承認

我々日本原子力学会会員は，原子力技術が人類に著しい利益をもたらすだけでな

く，大きな災禍をも招く可能性があることを深く認識する。その上に立って原子力

の平和利用に直接(1)携わることができる誇りと使命感を抱き，原子力による人類の

福祉と持続的発展ならびに地域と地球の環境保全への貢献を強く希求する。 
日本原子力学会会員は原子力の研究，開発，利用および教育に取り組むにあたり，

公開の原則のもとに，自ら知識・技能の研鑚を積み，自己の職務と行為に誇りと責

任を持つとともに常に自らを省み，社会との調和を図るよう努め，法令・規則を遵

守し，安全を確保する。 
これらの理念を実践するため，我々日本原子力学会会員は，その心構えと言行の

規範をここに制定する。 

  
(1) 原子力学会会員にはいろいろな立場の人がおり、必ずしも原子力の平和利用に直接
携わる者ばかりではないことから、削除した。 
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 憲 章 
  
１．会員は，原子力の平和利用に徹し，人類の直面する諸課題の解決に努める。 
２．会員は，公衆の安全を全てに優先させてその職務を遂行し，自らの行動を通じて

社会の信頼を得るよう努力する。 
３．会員は，自らの専門能力の向上を図り，あわせて関係者の専門能力も向上するよ

うに努める。 
４．会員は，自らの能力の把握に努め，その能力を超えた業務を行うことに起因して

社会に重大な危害を及ぼすことがないよう行動する。 
５．会員は，自らの有する情報の正しさを確認するよう心掛け，公開を旨とし説明責

任を果たし，社会的の(2)信頼を得るように努める。 
６．会員は，事実を尊重し，公平・公正な態度で自ら判断を下す。 
７．会員は，あらゆる法や社会の規範に抵触しない範囲で，自らの業務に係る契約を

尊重して誠実に行動する。 

７．会員は，一社会人として法令や社会の規範を遵守し，その範囲内で自らの業務に

係る契約を誠実に履行する。(3) 
８．会員は，原子力業務に従事することに誇りを持ち，その業務の社会的な評価を高

めるよう努力する。 
 

(2) 第２条の表現と統一することとした。 
(3) もとの文の「あらゆる法」という表現は誤解を招く恐れがあること、「法に抵触し
なければよい」というのではなく、より積極的遵法精神を表現するため、文章全体を

見直した。なお、「法」という表現は他の部分に合わせて「法令」に統一した。 
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行動の手引  

 本倫理規程は日本原子力学会会員の専門活動における心構えと言行の規範につい

て書き示したものである。我々会員はこれを自分自身の言葉に置き直して専門活動

の道しるベとすることを宣言する。  

 我々を取り巻く環境は有限であり，かつ人類だけのものでないことから，会員は

地域と地球の環境保全に対する最大限の配慮なしには人類の福祉と持続的発展は望

めないとの認識に立って行動する。  

 日本原子力学会会員には個人会員（正会員，推薦会員，学生会員）のほか，企業

や法人等の組織が対象となる賛助会員がいる。そのため本倫理規程には，個人とし

て守るべきものばかりでなく，組織が守るべきものも含まれている。組織の構成員

は組織の利益のみを優先させ，組織の責務を軽視する場合があるが，そうであって

はならない。さらに個人個人の責任を果たすことなく組織の責務を果たすことはで

きないことを銘記する。また，賛助会員は，本倫理規程が遵守されるよう，率先し

て組織内の体制の整備に努める。  

 本倫理規程は会員の活動について定めたものであるが，非会員が生じさせる原子

力分野におけるトラブルに対しても，原子力の専門家集団である(4)我々会員は一定の

責任を有することを自覚する。すなわち会員は原子力，倫理能力を含めたすべて(5)

の分野において指導的責任ある(6)役割を果たすことで，非会員も含めてた(7)原子力関

係者の倫理を向上させるよう努める。  

 以下に記す条項は，前文と憲章で述べた規範を実現するため考えるべき事柄であ

る。我々はここに記述した条項すべてを同時に守りえない場面に遭遇することも認

識している。そのような状況において，一つの条項の遵守だけにこだわり，より大

切な条項を無視しないよう注意することが肝要である。多くの条項を教条主義的に

信じるのではなく，倫理的によりよい行動を探索し，実行することを誓う。 

 個々の会員の倫理観は細部に至るまで完全に一致しているわけではなく，またあ

る程度の多様性は許容されるものである。しかしその多様性の幅についても明示し

ていくよう，今後努力する。また，規範は時代とともに変化することも念頭に置き，

我々は本倫理規程を見直していくことを約束する。 

なお，１－１．から１－３．は憲章第 1 条関係，２－１．から２－９．は憲章第

２条関係というように，それぞれが憲章の条文と対応しているので，憲章の条文と

合わせて読んでいただきたい。 

＜原子力利用の基本方針＞  

１－１．原子力の平和利用は，原子力発電に関連するエネルギー分野だけでなく，
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医療・農業・工業等をはじめ放射線や同位体の利用技術に関連する分野まで，

極めて多岐にわたっており，本会の専門分野はこれらのすべてと関連してい

る。会員は専門とする技術が人類に恩恵をもたらすとともに災禍を招く可能

性があることを認識し，その技術を通じて人類の福祉に貢献するよう行動す

る。 

＜平和利用への限定＞  

１－２．原子力の利用は平和目的に限定する。会員は，自らの尊厳と名誉に基づき，

核兵器の研究・開発・製造・取得・利用に一切参加しない。  

＜核拡散への注意＞ 

１－３. 会員は，原子力技術が核兵器の研究・開発・製造等に結びつく恐れがある

ことを認識し，自らの行動が結果として核拡散に寄与することがないように

最大限の注意を払う。 

＜諸課題解決への努力＞  

１－４．人類の生存の質の向上，快適な生活の確保(8)のためには，経済の持続的発展

とエネルギーの安定供給，環境の保全という課題をともに達成することが必

要であるが，それに至る道筋は容易ではない。これに資するため，会員は原

子力平和利用に具体的手だてを見出し活用するよう，不断の努力を積む。 

＜地球環境保護との調和＞ 
１－５．会員は，原子力利用は炭酸ガス排出の低減などで環境問題の解決の一助と

なりうる一方，放射性廃棄物の発生などが将来の人類と生物圏への負の遺産

となりうることも認識し，地球環境保護との調和を常に心がける。(9) 
＜安全確保の努力＞  

２－１．会員は，原子力技術は，たとえ平和利用であっても，原子力技術の(10)取り

扱いを誤ると人類の安全を脅かす可能性があることをよく理解し，過去の原

子力災禍がもたらした影響を今後の教訓として深く認識し，(10)安全確保のた

め常に最大限の努力を払う。  

＜労働安全の確保＞ 

２－２．会員は，常に原子力施設で働く人々の安全確保と設備の健全性に注意を払

い，災害の防止に努める。(11) 

＜安全知識・技術の習得＞  

２－２３(12)．会員は，原子力・放射線に関連する事業，研究，諸作業において，法

令・規則を遵守することはもちろん，安全を確保するために必要な専門知識・

技術の向上に努める。  

＜効率優先への戒め＞  

２－３４(12)．会員は，原子力・放射線関連の施設において安全性の確認されていな

い効率化を行わない。効率化すなわち進歩と誤解して，(13)安全性の十分な確
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認を行うことなく設備や作業を変更しない。  

＜経済性優先への戒め＞  

２－４５(12)．会員は，原子力・放射線関連の施設の設計・建設・運転・保守等の(14)

管理にあたり，目先の経済性を安全性に優先させない。また，資金不足を理

由に，安全性の低下した状態を放置しない。 

＜安全性向上の努力＞  

２－５６(12)．会員は，運転管理する施設の安全性向上に努める。安全性の損なわれ

た状態を自らの権限で改善できない場合には，権限を有する者を含む利害関

係者へ働きかけ，改善されるよう努める。 なお，原子力に関する諸活動にお

いて権限を有する者は，その職責の重さを自覚し，安全性向上に最大限の努

力を払う。 

＜慎重さの要求＞  

２－６７(12)．会員は，原子力・放射線関連の作業においては，作業中気付いた点を

放置せず，また独断を避けて関係者に確認するなど，常に慎重に振る舞う。

これまで国内外の原子力施設において作業の完了を急いだり，手順を粗略に

して大事故に至った例を想起し，教訓とする。 

＜技術成熟の過信への戒め＞  

２－７８(12)．会員は，原子力技術が成熟したとして安全性を過信しない。原子力開

発の歴史はいまだ１世紀に満たない。今後とも新たな技術的問題が出ること

がありうるとして，緊張感を持って新しい事象が発生することに対し警戒心

を維持する。  

＜安心できる社会の構築＞  

２－８９(12)．会員は，技術に対する安心が，技術的な安全だけでなく，技術を扱う

者に対する信頼感によって醸成されることを，よく理解し，安全の確保に努

めるとともに，安心できる社会の構築に貢献する。 

＜会員の安心への戒め＞  

２－９１０(12)．会員は，安全を確保する努力を過信し，自らが安心してはならない。

公衆の信頼は，原子力技術を扱う者がその危険性を十分に認識し，緊張感を

保って行動すること，他の意見・批判をよく聴き，真摯・誠実に討論・討議

に参加常に自ら考え行動することによって得られるものと認識する(15)。 

＜専門能力＞ 

３－１．ここでいう専門能力とは，原子力に関する技術的能力だけでなく，倫理的

行動をとるために必要な能力も含む。また求められる専門能力は，社会とと

もに変化することを自覚し，常に社会から要請される能力を備えるよう努め

る。 

＜新知識の取得＞  
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３－２．会員は，専門家として常に自己研鑚に励み，関係する法令や規則，日々進

歩する学問・技術を学び，自身の専門能力を磨く。古い定型的な知識だけや

慣習など(16)をもって専門家として行動することは慎む。  

＜経験からの学習と技術の継承＞  

３－３．会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施設の事故や故障の経験か

らは，できるだけ多くのことを学び，その再発防止および類似の事故や故障

の未然防止(17)に努めるとともに，技術・知見の継承に努める。  

＜関係者の専門能力向上＞  

３－４．会員は，専門家として自らが研鑚に励むだけではなく，専門能力を有すべ

き周囲の者，特に自らの監督下にある者の専門能力向上にも努力し，機会を

与えるよう努める。  

＜正確な知識の獲得と伝達＞  

３－５．会員は，常に正確な知識の獲得に努め，その知識を周囲の者に伝える。 

＜能力向上のための環境整備＞  

３－６．会員は，所属する組織において自分自身や周囲の者が専門能力を向上でき

る環境を整備し，維持に努める。 

＜自己能力の把握＞  

４－１．会員は，遂行しようとしている業務が自らの能力不足のため安全を損なう

恐れがないか，常に謙虚に自問する。 

＜所属組織の災害防止＞  

４－２．会員は，所属する組織が安全確保のため十分な努力を払っているかを見極

め，必要に応じ構成員の意識改革を図り，また組織を変革するよう努める。

＜他の組織による監査＞  

４－３．会員は，所属する組織が自ら安全確保のための努力を払っているのみなら

ず，適切な監査を受け基準を満たしているかどうかを見極める。適切な監査

体制がない場合にはそれを設けるよう努める。 

＜公的資格に関する法令遵守＞  

４－４．会員は，原子力分野の(18)公的資格を必要とする業務を資格なしで行わず，

無資格者に行わせない。  

＜公的資格の尊重＞  

４－５．会員は，公的資格取得に取り組むとともに，公的資格が取得しやすい環境

整備に努める。 

＜正確な情報の取得と確認＞  

５－１．会員は，専門家として正しい情報を取得し，その正しさを自ら確認する。

特に安全に係る情報は，公衆や環境に大きな影響を与える可能性があるので，

その正確な取得と確認に入念な注意を払う。 
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＜情報の公開＞  

５－２．原子力の安全に係る情報は，適切かつ積極的に公開する。会員は，情報の

意図的隠蔽は社会との良好な関係を破壊することを認識し，たとえその情報

が自分自身や所属する組織に不利であっても積極的な公開に努める。また，

所属する組織が情報公開の手順を定めていない場合は，会員は，適切な公開

が可能となるように手順の制定を組織に働きかける。 

＜守秘義務と情報公開＞  

５－３．会員は，公衆の安全上必要不可欠な情報については，所属する組織にその

情報を速やかに公開するように働きかけるとともに，必要やむを得ない場合

は，たとえ守秘義務違反に係る情報であってもその情報を開示する等により，

公衆の安全の確保を優先させる。 

＜非公開情報の取り扱い＞  

５－４．原子力に係る情報でも，核不拡散や核物質防護，公衆の安全・利益等のた

めに公開することが不適切と判断されるものについては公開する必要はな

い。ただしその場合でも，会員はそのことを明示し，公開できない理由を説

明する。 

＜説明責任＞  

５－５．会員は，専門の業務において，その目的・方法・成果等について，要求さ

れたならば明快に説明する責任がある。特に専門家でない周囲の者には，相

手の立場に立つ姿勢で専門活動の目的・方法・成果等について，常に相手の

立場に立ち，専門家ではない周囲の者にも(19)分かりやすく説明する責任があ

る。 

＜社会との調和＞ 

５－６．会員は，専門知識を説明するときは，一方的な価値観を押し付けることの

ないよう，他者の意見を傾聴して社会との調和に努める。 

＜組織の文化＞ 

５－７．会員は，所属する組織では構成員が倫理に関わる問題を自由に話し合える

組織の文化になっているかを見極め，不十分なときは組織・体制も含め組織

の文化（風土，雰囲気）を変革するよう努める。 

＜科学的事実の尊重＞  

６－１．会員は，事実を尊重し，科学的に明白な間違いに対しては毅然とした態度

でその間違いを指摘し，是正するよう努める。  

＜科学的事実の普及＞  

６－２．会員は，専門知識を分かりやすい形で広め，公衆が理性的に自ら判断でき

るよう，情報を提供することに努める。  

＜自らの判断＞ 
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６－３．会員は，与えられた情報を無批判に受け入れることなく，情報収集に努め

た上で，それに関連する専門能力により自ら判断する。 

＜誠実な行動＞  

７－１．会員は，雇用者の代理人あるいは依頼者の受託者として業務に従事する場

合，雇用者の代理人あるいは依頼者の受託者として，誠実に業務を実施する。

その結果，他の団体又は自らを含む個人に利益をもたらす恐れのある場合は，

事前に雇用者あるいは依頼者の了承を得る。 

＜報酬等の正当性＞  

７－２．会員は，業務にあたりリベート等を受け取らない。業務に対する報酬等は

常にその正当性を他者に説明できることが必要である。  

＜組織の私的利用＞  

７－３．会員は，勤務時間内に本務以外の業務を行うことも含め，所属する組織の

了承・許可なく，組織に帰属する人的・物的・知的資源等の財産権を侵さな

い。  

＜利害関係の相反の回避＞  

７－４．会員は，雇用者の代理人あるいは依頼者の受託者として業務を行う際，利

害関係の相反の恐れのある業務については，雇用者又は依頼者にその事実を

開示するとともに，第三者に対しても明確な説明ができる場合を除き，その

業務に従事しない。 

＜ルール遵守と形骸化の防止＞ 

７－５．会員は法令・規則等（以下ルール）を誠実に遵守するとともに常にルール

の妥当性確認や改定に努め，絶えざる研修等によってルール遵守の精紳を維

持し，各種ルールの規定内容と職務実態との乖離によって起こるルールの形

骸化を防止する。 

＜契約に関する注意＞ 

７－６．会員は，よき社会人であるためには契約を尊重しなければならないこと，

法律に違反する恐れのあるような契約は締結すべきでないことを銘記する。

＜指導者の規範＞  

８－１．組織の中で指導的立場にある者は，組織内の模範となるよう，業務上の責

任と業務にかかる説明責任を十分認識して行動する。また組織内における不

正行為・不正行為の見過ごしなどの不作為については，自ら敢然としてこれ

を防止する。 

＜専門分野等の研鑚と協調＞  

８－２．会員は，専門とする分野について未知の領域の探求などチャレンジ精神を

発揮し，自己研鑚に励むとともに，関連する専門分野について理解を深め，

これを尊重し，業務の遂行にあたり常に協調の精神で臨む。  
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＜社会からの付託＞ 

８－３．会員は，原子力という技術を扱う集団・技術者として，一般社会から一種

の付託を受けている。それは，一般社会との無言の契約が成立していること

であり，その契約のもとに，会員に特別の責任・倫理観を求めていることを

常に念頭に置き，行動しなければならない。 

 
(4) 会員とは原子力の専門家であることを強調した。 
(5) 能力の中で重要なものとして倫理能力を強調した。 
(6) 会員には学生会員も含まれることから、「指導的役割」という表現を和らげ、「責
任ある役割」とした。 

(7) 読みやすいように字句修正を行った。 
(8) 「快適な生活」は「生存の質」に含まれること、安楽をむさぼることを求めてい
るかのような誤解を招きかねないことから、削除した。 

(9) 原子力は地球環境保護についても功罪両方あることの認識を求めることとした。 
(10) 原子力関係者で過去の災禍を忘れる者はいないはずではあるが、改めてそれを思
い起こし教訓を汲み取ることは大切なので加筆した。それに伴い、前半の文章も

直し読みやすくした。 
(11) 美浜の二次系配管破損事故なども踏まえ、労働安全への配慮を追加した。なお、
原子力技術の究極の目標は公衆の安全確保にあり、現場で働く人の安全確保はそ

の第一歩である、といった議論があった。 
(12) 前のほうに新しい条文を挿入されたことで条文番号が変更となった。 
(13) 読みやすいように読点を加えた。 
(14) 目先の経済性優先がいけないのは運転管理に限らないことから加筆した。 
(15) 社会の評価を素直に受け止め、その評価が何に起因しているかまで考え行動する
ことが大切なことから、表現を少し改めた。 

(16) 不適切な行為が半ば「慣習」化されていたことがあったことへの反省の意味も込
めて付け加えた。 

(17) 品質保証規定では、発生したトラブル等の再発を防止するための「是正処置」と将
来起こり得るトラブルを未然に防止するための「予防処置」を区別していることも踏

まえ、そのトラブルのみの再発を防止するだけでなく類似トラブルの未然防止にも努

めなければいけないことを明記した。 

(18) 原文の「原子力分野」は「公的資格」に係るのではなく「業務」に係ると考えて
いたが、分かりづらい。「原子力分野」はなくても意味が通じることから削除した。 

(19) もとは「責任がある。」で終わる２つの文が並んでいたので、整理して１つの文
とした。 


